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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の屋根に設けられた空調ユニットであって、
　前記屋根の少なくとも一部を覆い且つ前記屋根との間に前記車両の前方から後方へ走行
風を通過させる走行風通路を形成する空調天井と、
　前記車両のキャビンの上部であり且つ前記空調天井の下部に、前記走行風通路内の空気
と熱交換可能に配設される冷却路と、
　前記冷却路内に設けられる蒸発器と、
　前記走行風通路内であって、前記冷却路よりも前記車両の後方側に配設される凝縮器と
、
　を備えることを特徴とする空調ユニット。
【請求項２】
　請求項１記載の空調ユニットにおいて、
　前記冷却路を形成する隔壁の少なくとも一部は、前記走行風通路内に設けられ、
　前記隔壁及び前記屋根と、前記空調天井との間に前記走行風を通過させることを特徴と
する空調ユニット。
【請求項３】
　請求項１記載の空調ユニットにおいて、
　前記冷却路を形成する隔壁の少なくとも一部が、前記屋根の一部によって構成され、前
記冷却路が前記キャビン内に設けられることを特徴とする空調ユニット。
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【請求項４】
　請求項１記載の空調ユニットにおいて、
　前記冷却路を形成する隔壁の少なくとも一部は、前記屋根と接触又は近接するように前
記キャビン内に設けられ、
　前記屋根を介して前記冷却路と前記走行風通路内の空気とが熱交換可能であることを特
徴とする空調ユニット。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか１項に記載の空調ユニットにおいて、
　前記走行風通路内に設けられる圧縮機をさらに備えることを特徴とする空調ユニット。
【請求項６】
　請求項５記載の空調ユニットにおいて、
　前記圧縮機は、前記冷却路よりも前記車両の後方側に配設されることを特徴とする空調
ユニット。
【請求項７】
　請求項１～６の何れか１項に記載の空調ユニットにおいて、
　前記屋根には、前記走行風通路に外気を取り込んで流通させる送風機が設けられること
を特徴とする空調ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の屋根に設けられた空調ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、小型の電気自動車等の車両では、十分な走行距離を確保するべく、キャビンに
冷却風を供給するための空調ユニットで消費される電力を低減することが求められる。こ
のためには、車両に乗車した乗員に近い位置に冷却風の吹出口を設けて乗員に冷却風を効
率的に供給することや、該吹出口の近傍に蒸発器を設けて配管距離を可及的に短くするこ
と等が好ましい。このような吹出口や蒸発器の配置を可能とするため、例えば、特許文献
１に記載されるように、空調ユニットを車両の屋根に設けることが考えられる。
【０００３】
　ところで、車両の屋根に設けられた空調ユニットは、日射による熱の影響を受け易い。
これによって、蒸発器の温度や、該蒸発器内の冷媒と熱交換して得られる冷却風の温度が
上昇したり、凝縮器での冷媒の放熱が妨げられたりすると、空調ユニットによる冷却効率
が低下する懸念がある。このため、蒸発器や凝縮器等が上記の熱の影響を受けることを抑
制して、冷却効率の低下を抑制する必要がある。
【０００４】
　しかしながら、上記の熱の影響を十分に抑制できるような大型の冷却ファン等を屋根に
設けると、車高が大幅に増大する等の不具合が生じてしまう。そこで、特許文献１記載の
空調ユニットでは、各構成要素を覆う空調ケースの、車両前方側の開口から車両の走行風
を取り入れて凝縮器を冷却するべく、空調ケース内の車両前方側（走行風の上流側）に凝
縮器を配置している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１２５８９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のように、車両の前方側に凝縮器を配置した空調ユニットでは、該凝縮器よりも走
行風の下流側に蒸発器が配置されるため、凝縮器と熱交換して昇温した走行風が蒸発器に
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向かって流通する。この場合、蒸発器や冷却風が、日射による熱の影響を受けることを十
分に抑制できず、さらに、凝縮器による熱の影響を受ける懸念も生じるため、結局、空調
ユニットによる冷却効率の低下を抑制することは困難である。
【０００７】
　本発明は、この種の問題を解決するものであり、車両の屋根に設けても、良好な冷却効
率を示す空調ユニットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記の目的を達成するために、本発明は、車両の屋根に設けられた空調ユニットであっ
て、前記屋根の少なくとも一部を覆い且つ前記屋根との間に前記車両の前方から後方へ走
行風を通過させる走行風通路を形成する空調天井と、前記車両のキャビンの上部であり且
つ前記空調天井の下部に、前記走行風通路内の空気と熱交換可能に配設される冷却路と、
前記冷却路内に設けられる蒸発器と、前記走行風通路内であって、前記冷却路よりも前記
車両の後方側に配設される凝縮器と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　この空調ユニットでは、冷却路にその一端側からキャビンの空気が取り込まれ、該空気
が冷却路内に設けられた蒸発器により冷却されて冷却風となる。この冷却風が冷却路の他
端側からキャビンに送られることで、キャビン内が冷却される。このように内部に蒸発器
が設けられ且つ冷却風を流通させる冷却路が、キャビンの上部であり且つ空調天井の下部
に、走行風通路内を通過する走行風等の空気（以下、総称して走行風ともいう）と熱交換
可能に配設される。なお、ここでの「キャビンの上部」は、キャビンの内側であるか外側
であるかを問わない。また、走行風通路内には、冷却路よりも車両の後方側、換言すると
、走行風の下流側に凝縮器が配設される。
【００１０】
　したがって、車両が走行すると、走行風通路内では、先ず、走行風の上流側に配設され
た冷却路に該走行風が接触する。この時点では、走行風が凝縮器に接触していないので、
走行風は比較的低温である。このため、冷却路及び蒸発器が日射や凝縮器による熱の影響
を受けること、具体的には、蒸発器や冷却風の温度が上昇してキャビンの冷却効率が低下
すること等を抑制できる。
【００１１】
　また、冷却路は、蒸発器や冷却風の温度上昇を抑制するべく、該冷却路の内外を断熱す
る構成からなる。しかしながら、冷却路内に外部よりも低温の冷却風が流通する分、該冷
却路の近傍は比較的低温になり易い。したがって、冷却路の近傍を通過した走行風は冷却
されて温度が低下する。この冷却された走行風が凝縮器に向かって流れる。これにより、
凝縮器が日射による熱等の影響を受けることを効果的に抑制でき、しかも、走行風が冷却
されている分、凝縮器での冷媒の放熱を一層良好に促すことが可能になる。
【００１２】
　さらに、上記のように走行風通路を形成するべく、空調天井と、冷却路及び凝縮器とは
所定の間隔をおいて離間して配置される。したがって、空調天井によって日射を遮ること
ができるとともに、空調天井と、冷却路及び凝縮器との間の空気の層によっても、該日射
の熱が冷却路や凝縮器に伝わることを抑制できる。
【００１３】
　以上から、本発明に係る空調ユニットは、車両の屋根に設けても、日射による熱等の影
響を受けること効果的に抑制して、キャビンの冷却効率を良好に維持することができる。
この際、大型の冷却ファン等を屋根に設ける必要がないため、車高が過度に増大すること
もない。
【００１４】
　つまり、この空調ユニットでは、車両に乗車した乗員に近い位置に冷却風の吹出口を設
けて乗員に冷却風を効率的に供給することや、該吹出口の近傍に蒸発器を設けて配管距離
を可及的に短くすること等が容易となる。これによって、空調ユニットによる消費電力を
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低減することが可能である。このため、空調ユニットを、例えば、小型の電気自動車等の
車両に適用した場合、車両の走行距離を延ばすことが容易となる。また、空調ユニットを
屋根の上に配設できる分、広いキャビンスペースを確保することも容易となる。
【００１５】
　上記の空調ユニットにおいて、前記冷却路を形成する隔壁の少なくとも一部は、前記走
行風通路内に設けられ、前記隔壁及び前記屋根と、前記空調天井との間に前記走行風を通
過させることが好ましい。この場合、走行風通路内において、冷却路を形成する隔壁と走
行風とを効率的に接触させることができ、これによって冷却された走行風を凝縮器に送る
ことができるため、該凝縮器での冷媒の放熱を一層良好に促すこと等が可能になる。
【００１６】
　上記の空調ユニットにおいて、前記冷却路を形成する隔壁の少なくとも一部が、前記屋
根の一部によって構成され、前記冷却路が前記キャビン内に設けられることが好ましい。
この場合、屋根の一部でもある隔壁に走行風を効率的に接触させつつ、空調天井と冷却路
との間の距離を増大させて空気の層を大きくすることができる。これによって、凝縮器で
の冷媒の放熱を促すことができるとともに、日射の熱が冷却路に伝わることを効果的に抑
制できる。
【００１７】
　上記の空調ユニットにおいて、前記冷却路を形成する隔壁の少なくとも一部は、前記屋
根と接触又は近接するように前記キャビン内に設けられ、前記屋根を介して前記冷却路と
前記走行風通路内の空気とが熱交換可能であることが好ましい。この場合、冷却路が、屋
根と空調天井との両方に覆われるため、日射の熱が冷却路に伝わることを一層効果的に抑
制することが可能になる。
【００１８】
　上記の空調ユニットにおいて、前記走行風通路内に設けられる圧縮機をさらに備えるこ
とが好ましい。この場合、走行風によって、圧縮機も冷却することができるため、圧縮機
の過熱を回避でき、空調ユニットを一層安定して動作させることが可能になる。
【００１９】
　上記の空調ユニットにおいて、前記圧縮機は、前記冷却路よりも前記車両の後方側に配
設されることが好ましい。この場合、冷却路の周囲を通過して冷却された走行風を用いて
、より効果的に圧縮機を冷却することが可能になる。
【００２０】
　上記の空調ユニットにおいて、前記屋根には、前記走行風通路に外気を取り込んで流通
させる送風機が設けられることが好ましい。この場合、車両の走行中には、送風機によっ
て走行風通路内に走行風を一層良好に流通させることが可能となる。一方、車両の停止中
であっても、送風機によって走行風通路内に外気を取り込んで流通させることが可能とな
るため、冷却路、蒸発器、凝縮器等が、日射による熱等の影響を受けることを効果的に抑
制できる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る空調ユニットでは、内部に蒸発器が設けられた冷却路が走行風と熱交換可
能に配設される。また、冷却路よりも車両の後方側の走行風通路内に凝縮器が配設される
。このため、走行風通路内では、冷却路の近傍を通過して冷却された走行風が凝縮器に向
かって流れる。これによって、凝縮器の放熱を効果的に促すことができるとともに、冷却
路及び蒸発器が凝縮器の熱の影響を受けることを回避できる。また、空調天井によって日
射を遮ることができ、且つ空調天井と、冷却路及び凝縮器との間に形成される空気の層に
よって日射の熱が冷却路や凝縮器に伝わることを抑制できる。その結果、空調ユニットを
車両の屋根に設けても、蒸発器や凝縮器等が日射による熱の影響を受けることを抑制でき
、キャビンの冷却効率を良好に維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
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【図１】本発明の第１実施形態に係る空調ユニットの概略断面図である。
【図２】本発明の第２実施形態に係る空調ユニットの概略断面図である。
【図３】本発明の第３実施形態に係る空調ユニットの概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明に係る空調ユニットについて、好適な実施形態を挙げ、添付の図面を参照
して詳細に説明する。
【００２４】
　図１に示すように、本発明の第１実施形態に係る空調ユニット１０は、車両の屋根１２
に設けられ、該車両のキャビン１４の空調を行う。なお、空調ユニット１０が適用される
車両の好適な例としては、小型の電気自動車等が挙げられるが、特にこれに限定されるも
のではない。また、以下では、図１に示す矢印方向にしたがって、前後、上下の方向を説
明する。「前方」は車両の進行方向であり、「後方」はその逆方向である。
【００２５】
　空調ユニット１０は、空調天井２０と、隔壁２１によって形成される冷却路２２と、冷
媒循環装置（冷凍サイクル装置）２４と、第１送風機（送風機）２６とを主に備える。空
調天井２０は、屋根１２及び隔壁２１と所定の間隔をおいて離間した状態で、屋根１２の
少なくとも一部を覆う。これによって、空調天井２０と屋根１２及び隔壁２１との間には
、車両の前方から後方へ走行風を通過させる走行風通路２８が形成される。すなわち、空
調天井２０と屋根１２との間には、その前後方向の前端側に、走行風の流入口３０が形成
され、前後方向の後端側に、走行風の流出口３２が形成される。
【００２６】
　冷却路２２を形成する隔壁２１は、断熱材料から形成され、該冷却路２２の内外を断熱
する。また、冷却路２２は、走行風通路２８内に設けられ且つキャビン１４と連通する。
具体的には、冷却路２２の一端側が、キャビン１４の空気を該冷却路２２内に取り込むた
めの取込口（不図示）に接続され、冷却路２２の他端側が、該冷却路２２からキャビン１
４に冷却風を吹き出すための吹出口（不図示）に接続される。
【００２７】
　冷却路２２の内部には、第２送風機３４と、後述するように冷媒循環装置２４を構成す
る蒸発器４０とが設けられる。第２送風機３４はキャビン１４と冷却路２２に空気を循環
させる。つまり、第２送風機３４を駆動することによって、キャビン１４の空気が取込口
から冷却路２２内に取り込まれ、該空気は、冷却路２２内を流通した後、吹出口からキャ
ビン１４へと吹き出される。
【００２８】
　なお、取込口及び吹出口が設けられる位置は、特に限定されるものではないが、例えば
、取込口は、配管等を介して車両のシート（何れも不図示）の下方等に設けられることが
好ましい。この場合、キャビン１４内の空気をより良好に循環させることが可能になる。
また、吹出口は、車両に乗車した乗員に近い位置に設けられることが好ましい。この場合
、乗員に冷却風を効率的に供給することが可能になる。
【００２９】
　冷媒循環装置２４は、圧縮機４２と、凝縮器４４と、膨張弁（不図示）と、蒸発器４０
とが冷媒配管（不図示）を介して順次接続された構成を有し、これらの構成のそれぞれは
、走行風通路２８内又はキャビン１４内に設けられる。圧縮機４２は、冷却路２２よりも
車両の後方側に配設され、冷媒を圧縮する。凝縮器４４は、冷却路２２及び圧縮機４２よ
りも車両の後方側に配設され、圧縮機４２で圧縮された冷媒を走行風等と熱交換させるこ
とにより冷却し、液化させる。膨張弁は、液化した冷媒を減圧して断熱膨張させる。
【００３０】
　蒸発器４０は、上記の通り、冷却路２２内に配設されるため、凝縮器４４よりも車両の
前方側に配置される。また、蒸発器４０は、膨張弁を経て低温となった冷媒と、冷却路２
２内に取り込まれたキャビン１４の空気とを熱交換させることで、該空気を冷却して冷却
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風とする。
【００３１】
　第１送風機２６は、例えば、走行風通路２８内の流出口３２近傍に配設される。また、
車両の走行中に第１送風機２６を駆動することにより、走行風通路２８内に走行風をより
良好に流通させることができる。また、車両の停止中に第１送風機２６を駆動することに
より、走行風通路２８内に外気を取り込んで流通させることができる。なお、第１送風機
２６は、走行風通路２８内の走行風又は外気の流通を促すことが可能な位置であれば、ど
こに配設されてもよく、例えば、走行風通路２８内の流入口３０近傍に配設されてもよい
。また、第１送風機２６が走行風通路２８内の流出口３２近傍に配設される場合、走行風
又は走行風通路２８内に取り込んだ外気を、車両後方に向かって流出させてもよいし、車
両の上方に向かって流出させてもよい。
【００３２】
　第１実施形態に係る空調ユニット１０は、基本的には以上のように構成される。次に、
空調ユニット１０の動作との関係で、その作用効果について説明する。
【００３３】
　空調ユニット１０によりキャビン１４の冷却を行う場合、冷媒循環装置２４を駆動して
、上記の通り、冷媒を冷媒配管内で循環させながら状態変化させる。また、冷却路２２内
の第２送風機３４を駆動して、取込口からキャビン１４の空気を冷却路２２内に取り込む
。そして、冷却路２２内で、蒸発器４０により前記空気を冷却することで冷却風を得て、
該冷却風を吹出口からキャビン１４へ吹き出す。このように、キャビン１４と冷却路２２
との間で空気を循環させることで、キャビン１４を冷却することができる。
【００３４】
　この際、車両が走行している場合には、車両の前方側から後方側に向かって走行風通路
２８に走行風が流通する。また、車両が停止している場合であっても、第１送風機２６が
駆動されることにより、車両の前方側から後方側に向かって走行風通路２８に外気を取り
込んで流通させることができる。
【００３５】
　これによって、走行風通路２８内では、先ず、走行風等の上流側に配設された冷却路２
２が該走行風を受けるため、日射や凝縮器４４の熱の影響を受けること、具体的には、蒸
発器４０や冷却風の温度が上昇してキャビン１４の冷却効率が低下すること等を抑制でき
る。
【００３６】
　また、冷却路２２の隔壁２１は、上記の通り、冷却路２２の内外を断熱する構成からな
るが、冷却路２２内が外部よりも低温であるため比較的低温になり易い。この冷却路２２
の周囲を通過することで冷却された走行風が、圧縮機４２及び凝縮器４４に向かって流れ
る。このため、圧縮機４２や凝縮器４４が日射による熱等の影響を受けることを抑制でき
、しかも、走行風が冷却されている分、凝縮器４４での冷媒の放熱を一層良好に促すこと
や、圧縮機４２の過熱を効果的に回避することが可能になる。
【００３７】
　さらに、上記の通り、空調天井２０と、冷却路２２及び凝縮器４４との間に走行風通路
２８が形成されるため、空調天井２０と、冷却路２２及び凝縮器４４とは所定の間隔をお
いて離間して配置される。したがって、空調天井２０によって日射を遮ることができると
ともに、空調天井２０と、冷却路２２及び凝縮器４４との間の空気の層によっても、該日
射の熱が冷却路２２や凝縮器４４に伝わることを抑制できる。
【００３８】
　以上から、本発明に係る空調ユニット１０は、車両の屋根１２に設けても、日射による
熱等の影響を受けること効果的に抑制して、キャビン１４の冷却効率を良好に維持するこ
とができる。この際、大型の冷却ファン等を屋根１２に設ける必要がないため、車高が過
度に増大することもない。
【００３９】
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　つまり、この空調ユニット１０では、上記の通り、車両に乗車した乗員に近い位置に冷
却風の吹出口を設けて乗員に冷却風を効率的に供給することや、該吹出口の近傍に蒸発器
４０を設けて配管距離を可及的に短くすること等が容易となる。これによって、空調ユニ
ット１０による消費電力を低減することが可能である。このため、空調ユニット１０を、
例えば、小型の電気自動車等の車両に適用した場合、車両の走行距離を延ばすことが容易
となる。また、空調ユニット１０を屋根１２の上に配設できる分、広いキャビンスペース
を確保すること等が容易となる。
【００４０】
　本発明は、上記した実施形態に特に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範
囲で種々の変形が可能である。
【００４１】
　例えば、図２に示す第２実施形態に係る空調ユニット５０のように、屋根１２の一部が
隔壁５２の一部を構成してもよい。なお、図２に示す構成要素のうち、図１に示す構成要
素と同一又は同様の機能及び効果を奏するものに対しては同一の参照符号を付し、詳細な
説明を省略する。
【００４２】
　具体的には、空調ユニット５０では、冷却路２２の一端側と他端側との間を形成する隔
壁５２の一部が、屋根１２の一部と兼用の構成からなり、キャビン１４内に冷却路２２が
設けられる。つまり、隔壁５２でもある屋根１２と空調天井２０との間に走行風等を通過
させる走行風通路２８が形成される。したがって、冷却路２２に走行風等を効果的に接触
させつつ、空調天井２０と冷却路２２との距離を増大させて空気の層を大きくすることが
できる。これによって、凝縮器４４での冷媒の放熱を促すことができるとともに、日射の
熱が冷却路２２に伝わることを効果的に抑制できる。
【００４３】
　また、例えば、図３に示す第３実施形態に係る空調ユニット６０のように、隔壁６２の
一部が、屋根１２と接触するようにキャビン１４内に設けられてもよい。なお、図３に示
す構成要素のうち、図１に示す構成要素と同一又は同様の機能及び効果を奏するものに対
しては同一の参照符号を付し、詳細な説明を省略する。
【００４４】
　具体的には、空調ユニット６０では、冷却路２２の一端側と他端側との間を形成する隔
壁６２の一部が、屋根１２に接触することで、該屋根１２を介して冷却路２２と走行風等
とが熱交換可能となっている。なお、屋根１２を介して冷却路２２と走行風等とが熱交換
可能であれば、隔壁６２と屋根１２とは離間していてもよい。
【００４５】
　このような空調ユニット６０では、冷却路２２が、屋根１２と空調天井２０との両方に
覆われるため、日射の熱が冷却路２２に伝わることを一層効果的に抑制することが可能に
なる。
【００４６】
　また、上記の第１実施形態～第３実施形態に係る空調ユニット１０、５０、６０では、
走行風通路２８内の冷却路２２と凝縮器４４との間に圧縮機４２を配設することとしたが
、圧縮機４２が設けられる位置は、走行風通路２８内であれば特に限定されるものではな
い。
【００４７】
　さらに、上記の第１実施形態～第３実施形態に係る空調ユニット１０、５０、６０では
、第１送風機２６を備えることとしたが、該第１送風機２６は必須の構成ではない。例え
ば、走行風や、空調天井２０及び前記空気の層等によって、蒸発器４０や凝縮器４４等が
日射による熱の影響を受けることを十分に抑制できる場合には、第１送風機２６を備えて
いなくてもよい。
【符号の説明】
【００４８】
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１０、５０、６０…空調ユニット　　　　　　１２…屋根
１４…キャビン　　　　　　　　　　　　　　２０…空調天井
２１、５２、６２…隔壁　　　　　　　　　　２２…冷却路
２４…冷媒循環装置　　　　　　　　　　　　２６…第１送風機
２８…走行風通路　　　　　　　　　　　　　３０…流入口
３２…流出口　　　　　　　　　　　　　　　３４…第２送風機
４０…蒸発器　　　　　　　　　　　　　　　４２…圧縮機
４４…凝縮器

【図１】 【図２】
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